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区では東京2020オリンピック・パラリンピック開催を契機に、
国内外に区の魅力を積極的・戦略的に発信するため、ブランディ
ング戦略を検討しています。このたび、区のブランドコンセプト
(区の魅力や強みを言葉でわかりやすく表現したもの)が決定した
ことに伴い、これに基づいたロゴマークの募集と、今後の事業展
開のアイデアをお聞きするワークショップを実施します。

▲皆さんのアイデアで区の魅力を形に。ぜひご応募ください

ブランドコンセプトが決定

区では世界の注目を集める2020年大会を国内外に区をPRする好機ととらえ、
学識経験者や区内産業団体・企業の委員を含む江東区ブランディング戦略検討
委員会(※)を設置し、区のブランド化に向けた検討を行ってきました。検討の
結果、全区市町村で最も多くの大会会場が整備されるなど充実したスポーツ環
境と、伝統的に受け継がれてきた下町人情を、区の魅力として積極的にPRする
こととし、｢SPORTS

ス ポ ー ツ

&
アンド

SUPPORTS
サ ポ ー ツ

KOTO City in TOKYO スポーツと人
情が熱いまち 江東区｣をブランドコンセプトに決定しました。
※検討委員会の詳細は区ホームページをご覧ください。

ロゴマークを募集

ブランドコンセプトに基づくロゴマークを募集します。詳細は右記および区
ホームページをご覧ください。

ワークショップを開催

ブランドコンセプトやロゴマークを活用し、区の
魅力を発信するために、どのような取り組みを行っ
ていくべきか、皆さんのアイデアをお聞きするワー
クショップを開催します▢時 ▢場 右表のとおり▢人
どなたでも各35人（申込順)▢費 無料▢申 11／16(月)
から電話またはファクス・メールに①住所②氏名③
電話番号④参加希望日を記入し、〒135-8383区役所
企画課ブランディング戦略検討委員会事務局へ℻

3699-8771、☎3647-9168▢ｅ oripara@city.koto.lg.jp

1．趣 旨 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機として、

江東区を国内外へアピールするためのブランドコンセプト

｢SPORTS & SUPPORTS KOTO City in TOKYO スポーツ

と人情が熱いまち 江東区｣を｢ロゴマーク｣にしてください。

2．応募資格 日本国籍の方および日本在住の外国籍の方

3．応募条件 ○応募作品は自作であり未発表のもので、他の著作権や商標

権等の権利を侵害しないものに限る。

○カラーだけでなく、モノクロや拡大・縮小で再現してもデ

ザインイメージの変化が少ないこと。

4．審 査 江東区ブランディング戦略検討委員会で審査・決定

5．発 表 区報3／21号(予定)

6． 賞 採用された方には、現金50万円を進呈

7．留意事項 ○類似デザイン等、デザインに関する責任は応募者にあり、

区では責任は負いません○応募作品は返却しません○採用作

品以外の応募作品は公表しません○補整、修整する場合があ

ります○応募作品の一切の権利は区に帰属します○作品や個

人情報は区が適切に管理・使用します

※その他の留意事項は区ホームページをご覧ください。

8．締 切 平成28年1／13(水)必着

9．応募方法 ①ロゴマーク作品(メールの場合はJPEGデータ2MB以内)②

郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号⑦作品の説明を記入

し、〒135-8383区役所企画課ブランディング戦略検討委員会

事務局へ郵送またはメールで▢ｅ oripara@city.koto.lg.jp

［2面］江東きっずクラブB登録・学童クラブ児童を募集 ［3面］区立幼稚園保育料を改定、こども発達セン
ター園児募集、住基カードの発行は12月28日(月)まで ［4面］歳末たすけあい運動

今号の
主な内容

ロ ゴ マ ー

豊洲アーバンポイ
ント会議室
(豊洲5-5-13)

12／6(日)
10：00〜
12：00

江東区文化センタ
ー3階第4研修室
(東陽4-11-3)

12／13(日)
10：00〜
12：00

亀戸文化センター
5階第2研修室
(亀戸2-19-1)

11／29(日)
10：00〜
12：00

会場日時

募 集 概 要ク
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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

(注1)土曜申請受付施設は平成28年4月以降は森下児童館
(注2)改修工事のため、平成28年7月〜平成29年3月末(予定)まで、南砂

仮校舎(南砂2-3-13)に移転
(注3)改築工事のため、児童会館内(住吉1-9-8)に事務室を移転中ですが、

平成28年3月(予定)に森下3-14-6に戻ります
(注4)改修工事のため移転中ですが、平成28年3月末(予定)に、北砂小学

校隣(北砂1-3-33)に戻ります
(注5)平成28年度から、江東きっずクラブ南陽B登録に移行
(注6)平成28年度から、江東きっずクラブ四大B登録に移行
(注7)平成28年4月以降は、施設に直接申込
※江東きっずクラブ川南(川南小学校内)、江東きっずクラブ三砂(第三
砂町小学校内)については、A登録のみの開設
※土曜のクラブ運営は、近隣の児童館等にて土曜江東きっずクラブを
実施しています。詳細は募集案内をご覧ください

江東きっずクラブB登録一覧(35施設) ☆公設民営

高橋14-6(深川北子ども家庭支援センター内)(注1)
☎3634-0209☆深川

北砂5-20-5-101小名木川児童館(月曜休館)
☎3640-1941☆小名木川

深川2-17-26(明治小学校内)
☎3641-1280☆明治

既
実
施
校

申請受付施設(月〜金曜)クラブ名

亀戸7-39-9亀戸第三児童館(月曜休館)☎3636-5341☆二亀
大島児童館
☎3682-9494

大島6-7-8第四大島学童クラブ(注
6)(第四大島小学校内)☎3636-3363☆四大

平野児童館
☎3643-1903

申請受付施設
(土曜)

南砂児童館
☎3649-8507

南砂2-3-21(南砂小学校内)
☎3645-5065南砂

小名木川児童館
☎3640-1941

北砂5-20-16(亀高小学校内)
☎3649-8601☆亀高

東陽児童館
☎3647-8190

東陽2-1-14南陽学童クラブ(注5)
(南陽幼稚園・南陽小学校内)
☎3647-0079

☆南陽新
規
実
施
校
(注

)
7

東砂第二児童館
☎3646-1814

東砂3-21-5(第七砂町小学校内)
☎3649-9821☆七砂

東砂第二児童館
☎3646-1814

東砂2-12-14(東砂小学校内)
☎3647-8037☆東砂

大島第二児童館
☎3637-2591

南砂2-3-13(南砂仮校舎内)
☎3647-1981

北砂
(注4)

☆二砂

南砂児童館
☎3649-8507

南砂2-13-18(第四砂町小学校内)
☎3699-5860☆四砂

東砂児童館
☎3646-0462

東砂8-11-5(第五砂町小学校内)
☎3615-0405五砂

東砂児童館
☎3646-0462

北砂6-26-6(第六砂町小学校内)
☎3646-4801☆六砂

大島3-16-2(第二大島小学校内)
☎3684-4503☆二大

大島児童館
☎3682-9494

大島9-6-17(都営大島九丁目第2ア
パート敷地内)☎5626-6921☆三大

小名木川児童館
☎3640-1941

北砂4-13-23(砂町小学校内)
☎3646-7914砂町

東砂児童館
☎3646-0462

東砂7-17-30(第二砂町小学校内)
☎3640-5362

亀戸2-5-7(第一亀戸小学校内)
☎3684-6471☆一亀

亀戸児童館
☎3685-5944

亀戸4-26-22(香取小学校内)
☎3682-2205香取

大島第二児童館
☎3637-2591

大島2-41-4(第一大島小学校内)
☎3638-2807☆一大

大島第二児童館
☎3637-2591

東雲児童館
☎3529-1795

有明2-10-1(有明小学校内)
☎3527-6360☆有明

塩浜児童館
☎3647-3902

枝川3-5-3(枝川小学校内)
☎3647-6083☆枝川

辰巳児童館
☎3521-3261

辰巳1-11-1(辰巳小学校内)
☎3521-1168☆辰巳

亀戸児童館
☎3685-5944

豊洲児童館
☎3531-2079

豊洲5-1-35(豊洲西小学校内)
☎3531-5773☆豊西

豊洲児童館
☎3531-2079

豊洲3-6-1(豊洲北小学校内)
☎5546-0681☆豊北

東雲児童館
☎3529-1795

東雲2-4-11(東雲小学校内)
☎3528-1771☆東雲

☆東陽

森下児童館(注3)
☎3635-1535

白河4-3-19(元加賀小学校内)
☎3641-0627元加賀

児童会館
☎3633-6911

住吉1-9-8(児童会館内)
☎5624-0382東川

豊洲児童館
☎3531-2079

豊洲4-4-4(豊洲小学校内)
☎3531-9471☆豊洲

越中島3-6-38(越中島小学校校庭内
プレハブ)☎3643-1367越中島

古石場児童館
☎3641-9532

富岡1-18-7(数矢小学校内)
☎3642-0674☆数矢

古石場児童館
☎3641-9532

木場1-3-6(平久小学校北側向)
☎3645-3771☆平久

東陽児童館
☎3647-8190

東陽3-27-12(東陽小学校内)
☎3644-2061

古石場児童館
☎3641-9532

門前仲町1-1-6(臨海小学校内)
☎3641-5910☆臨海(注2)

古石場児童館
☎3641-9532

東砂7-15-3(東砂児童館内)
☎3646-0468

(注8)申請には、住所要件があります。詳細は募集案内をご覧ください
※大島六丁目学童クラブは、江東きっずクラブ二亀の開設に伴い、平成
28年度から休室します

江東区立学童クラブ一覧(22施設) ☆公設民営

東砂

塩浜2-8-29-101(トミンハイム塩
浜二丁目第1内)☎3647-7093塩浜

南砂児童館
☎3649-8507

南砂6-5-2-101(南砂六丁目都住
内)☎3640-5479南砂六丁目

南砂2-3-17(南砂児童館内)
☎3649-7752

平野1-2-3(平野児童館内)
☎3643-1903☆平野

南砂

申請受付施設(月〜金曜)クラブ名

大島4-1-37(大島四丁目UR住宅敷
地内)☎3681-4129☆大島四丁目

大島第二児童館
☎3637-2591

大島4-5-1(大島第二児童館内)
☎3637-2660大島第二

大島児童館
☎3682-9494

大島8-28-5-109(ライオンズタワ
ー大島内)☎5609-8237☆大島八丁目

小名木川児童館
☎3640-1941

北砂5-20-5-101(小名木川児童館
内)☎3640-1970小名木川

東砂児童館
☎3646-0462

南砂児童館
☎3649-8507

塩浜児童館
☎3647-3902

平野児童館
☎3643-1903

申請受付施設(土曜)

児童会館
☎3633-6911

毛利2-2-2(毛利小学校校庭内)
☎3634-7669毛利

東陽児童館
☎3647-8190

東陽5-16-13(東陽児童館内)
☎3615-4353東陽

亀戸児童館
☎3685-5944

亀戸2-1-19(亀戸児童館内)
☎3685-5944☆亀戸

亀戸第三児童館
☎3636-5341

亀戸7-39-9(亀戸第三児童館内)
☎3636-5341亀戸第三

亀戸第三児童館
☎3636-5341

亀戸9-34-1-141(亀戸レジデンス
内)☎3684-3901☆浅間竪川

大島第二児童館
☎3637-2591

☆豊洲四丁目

東雲児童館
☎3529-1795

東雲2-4-4-102(東雲児童館内)
☎3529-1795☆東雲

東雲児童館
☎3529-1795

東雲1-9-13-101(東雲キャナルコ
ートCODAN内)☎3534-2500☆東雲第二(注8)

東雲児童館
☎3529-1795

東雲2-7-3(トミンタワー東雲内)
☎5530-2236☆東雲第三

辰巳児童館
☎3521-3261

辰巳1-1-36(辰巳児童館内)
☎3521-3262辰巳

千田児童館
☎3647-0108

千田21-18(千田児童館内)
☎3699-6254☆千田

塩浜児童館
☎3647-3902

潮見1-29-16(潮見一丁目都住敷地
内)☎5606-9320☆潮見

豊洲児童館
☎3531-2079

豊洲3-5-21-101(ロイヤルパーク
ス豊洲内)☎3533-7388☆豊洲三丁目

豊洲児童館
☎3531-2079

豊洲4-11-20-137(スターコート豊
洲内)☎3532-3581

電話(問い合わせ時間)

私立(共同自主)学童クラブ(4施設)

大島6-1-7
集会所

大島六丁目共同
学童クラブ

☎3699-4440(12：30〜19：30)
▢HP http://www.geocities.
jp/gakudo_club/

南砂2-28-3-
203風の子クラブ

北砂5-20-9
1階

冬木16-7ライト学童保育
クラブ

北砂五丁目共同
学童保育クラブ

所在地クラブ名

☎3647-8155(12：30〜19：30)
▢HP http://www.kazenoko-
club.com/

☎3636-8139(12：00〜18：30)
▢HP http://oh6kyoudou1979.
blog13.fc2.com/

☎5620-0693(11：00〜19：30)
▢HP http://light-gakudo.com/
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象
︶

﹇
学
童
ク
ラ
ブ
の
対
象
﹈

区
内
に
住
所
が
あ
る
︑
小
学
校
新

�
～
�
年
生
︵
特
別
支
援
学
校
ま
た

は
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童

は
新
�
～
�
年
生
も
対
象
︶

﹇
受
付
期
間
﹈

月
�
日
︵
水
︶
～

日
︵
水
︶

12

16

﹇
募
集
案
内
︵
申
請
書
︶
配
付
﹈

各
ク
ラ
ブ
︑
児
童
︵
会
︶
館
︑
認

可
保
育
園
︑
放
課
後
支
援
課
︵
区
役

所
�
階
�
番
・

番
︶
で
配
付
︒
な

10

お
︑
詳
細
は
﹁
募
集
案
内
﹂
を
ご
覧

く
だ
さ
い
︒
募
集
案
内
は
︑
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
︒

﹇
入
会
の
決
定
﹈
平
成

年
�
月
下
旬

28

︵
予
定
︶

▢申
第
一
希
望
の
ク
ラ
ブ
の
申
請
受

付
施
設
︵
上
表
︶
へ
※
郵
送
や
メ
ー

ル
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
︒

﹇
江
東
き
っ
ず
ク
ラ
ブ
・
げ
ん
き
っ

ず
の
問
合
先
﹈
各
江
東
き
っ
ず
ク
ラ

ブ
・
げ
ん
き
っ
ず
ま
た
は
放
課
後
支

援
課
支
援
係☎

(
�
�
�
�
)
�
�

�

﹇
学
童
ク
ラ
ブ
の
問
合
先
﹈
各
学
童
ク

ラ
ブ
ま
た
は
放
課
後
支
援
課
育
成
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�


私
立
学
童
ク
ラ
ブ
児
童
募
集

私
立
︵
共
同
自
主
︶
学
童
ク
ラ
ブ

は
︑
こ
ど
も
た
ち
の
放
課
後
の
安
全

と
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
︑
区
か

ら
補
助
を
受
け
︑
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が

設
置
す
る
運
営
委
員
会
が
運
営
し
て

い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
す
︒
保
護
者
が

仕
事
な
ど
の
た
め
︑
放
課
後
の
保
育

に
欠
け
る
小
学
生
を
対
象
と
し
て
い

ま
す
︒
時
間
延
長
等
も
行
っ
て
い
ま

す
の
で
︑
詳
細
は
各
私
立
学
童
ク
ラ

ブ
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
各
私
立
学
童
ク
ラ
ブ
へ

新
築
し
た
場
合
の
届
出

建
物
を
新
築
す
る
と
き
は
︑
住
居

番
号
を
付
け
る
た
め
の
届
出
が
必
要

で
す
︒
こ
の
届
出
が
お
済
み
で
な
い

と
建
物
へ
の
転
入
︑
転
居
の
手
続
き

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
︑
忘
れ
ず
に
届

出
を
お
願
い
し
ま
す
︒

※
同
じ
場
所
で
建
て
替
え
す
る
場
合

で
も
︑
届
出
が
必
要
で
す
︒

﹇
必
要
書
類
﹈

○
新
築
届
︵
区
民
課
住
民
記
録
係

︵
区
役
所
�
階
�
番
︶
お
よ
び
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
︶

○
建
物
の
各
階
平
面
図
︵
マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
で

戸
以
上
あ
る
場
合
は

20

部
屋
番
号
ま
で
が
住
所
と
な
る
た

め
︑
各
階
の
部
屋
番
号
が
入
っ
た

も
の
︶

○
配
置
図

○
案
内
図

﹇
申
請
時
期
﹈

建
物
な
ど
の
上
棟
か
ら
完
成
時
ま

で
︑
随
時
申
請
可
能
で
す
︒
た
だ
し
︑

ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
︑
ビ
ル
︑

店
舗
な
ど
の
場
合
︑
名
称
が
正
式
に

決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒

建
物
の
名
称
変
更
届
出

ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の

建
物
の
名
称
を
変
更
し
た
場
合
は
︑

届
出
が
必
要
で
す
︒
届
出
人
は
︑
建

物
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
の
方
で

す
︒
す
で
に
居
住
し
て
い
る
方
の
住

民
登
録
を
新
名
称
に
変
更
す
る
場
合

は
︑
居
住
者
が
窓
口
で
住
民
異
動
の

申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
︑

必
ず
居
住
者
に
周
知
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
︒

﹇
必
要
書
類
﹈

○
名
称
変
更
届
︵
区
民
課
住
民
記
録

係
お
よ
び
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

入
手
可
︶

﹇
問
合
せ
・
提
出
先
﹈

区
民
課
住
民
記
録
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�
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例

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

平成27年度臨時福祉給付金に関するお問い合わせは、コールセンターまたは相談窓口へ〇江東区臨時福祉給付金コールセンター☎0570-08-9292
きゅうふきゅうふ

※通話料
がかかります。なお、つながらない場合は☎6832-7715〇相談窓口［場所］江東区役所8階［受付時間］月〜金曜の9：00〜17：15(土・日・祝日・年末年始は除く。
相談窓口のみ、毎週水曜は19：00まで)［申請された方へ］申請からお支払いまで、1〜2か月程度を見込んでいます。

※多子世帯の保護者負担を軽減するため、同一
世帯に小学校3年生以下の兄・姉がいる場合の
第2子を上記金額の半額、第3子以降を無料と
します(ただし、国の制度改正によっては、変
更する場合があります)。
※同居別居を問わず園児と生計をともにする父
母およびその他の扶養義務者(家計の主宰者で
ある場合に限る)の区民税所得割額合計によっ
て階層を判定します。
※保育料は、4月〜8月分は前年度区民税額、9月〜
翌年3月分は当年度区民税額により決定します。
※住宅借入金等特別税額控除等が差し引かれて
いる場合は、差し引く前の額となります。

区立幼稚園保育料

0特別区民税非課税世帯B

6,500
特別区民税所得割額
211,201円以上の世帯

F

0生活保護世帯A

保育料月額(円)
階層区分

6,5006,500
特別区民税所得割額
77,101円以上211,200円以
下の世帯

E

平成29
年度〜

7,000

0
0

平成28
年度

00
特別区民税均等割のみ課
税世帯

C

6,0006,000
特別区民税所得割額
77,100円以下の世帯

D

内容

※NPO法人こどもの発達療育研究所の専門スタッフ
が指導にあたっています。

｢塩浜CoCo｣・｢扇橋CoCo｣児童発達支援事業概要

週1日
(月〜金曜)

通園日

［個別・少人数指導(1回45分)］個々の発達に
応じた指導プログラムのもとに、言語・認知
学習指導、理学療法、作業療法を行います

［集団指導］集まり・運動・音楽・造形・遊び
・散歩、その他さまざまな行事活動

1グループ
1日8人

(親子参加)
定員

低年齢
(0〜2歳)児
グループ

［午前グループ］
9：45〜12：15
(給食あり)

［午後グループ］
13：30〜15：30

9：45〜14：15
(給食あり)

9：45〜12：15
(給食あり)

時間

週2〜5日
(月〜金曜)

1クラス
1日8人
(2クラス)

毎日通園
クラス

［生活指導］食事・排泄・着脱・あいさつ・片
付け、その他幼児の生活に必要な活動

週1日(月〜金曜)
午前または午後

1グループ
1日10人

指定日
通園グループ

区
立
幼
稚
園
保
育
料
︵
以
下
︑
保

育
料
︶
を

年
ぶ
り
に
改
定
し
ま
す
︒

19

保
育
料
は
︑
平
成
�
年

月
�
日
の

10

改
定
以
来
︑
月
額
�
︑
�
�
�
円
︵
年

額
�
�
︑
�
�
�
円
︶
と
し
て
き
ま

し
た
︒
こ
の
た
び
︑
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度
︵
以
下
︑
新
制
度
︶

の
趣
旨
に
沿
い
︑
保
育
料
等
を
見
直

し
ま
し
た
︒

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
�
つ

○
保
育
料
は
所
得
の
階
層
に
よ
り
設

定新
制
度
で
は
︑
保
育
料
は
世
帯
の

所
得
の
状
況
等
に
応
じ
て
区
市
町
村

が
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
︒
こ

れ
ま
で
一
律
に
月
額
�
︑
�
�
�
円

と
し
て
い
ま
し
た
が
︑
所
得
に
応
じ

た
保
育
料
を
設
定
し
ま
し
た
︒

﹇
保
育
料
の
額
﹈
上
表
の
と
お
り
※
平

成

年
度
の
保
育
料
は
︑
経
過
措
置

28
と
し
て
�
︑
�
�
�
円
を
上
限
と
し

ま
す
︒

○
入
園
料
を
廃
止

入
園
す
る
際
に
支
払
う
入
園
料

︵
	
︑
�
�
�
円
︶
を
廃
止
し
ま
す
︒

▢問
学
務
課
幼
児
教
育
担
当

☎
(

�
�
�
)
�
�
�


き
ま
す
︒
電
子
証
明
書
と
は
︑
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
請
を
行
う
際
に

﹁
な
り
す
ま
し
で
な
い
こ
と
﹂
﹁
改
ざ

ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
﹂
を
証
明
す

る
も
の
で
す
︒
電
子
証
明
書
の
利
用

方
法
な
ど
︑
詳
し
く
は
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

︵

▢
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
jp
k
i.
g
o
.

HP
jp
/
︶
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

有
効
期
間
の
ご
確
認
を

住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
カ
ー

ド
表
面
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
︒
電
子
証
明
書
の

有
効
期
間
の
確
認
方
法
は
前
述
の
ポ

ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

平
成

年
�
月
以
降
も
有
効
期
間

28

内
は
住
基
カ
ー
ド
や
住
基
カ
ー
ド
内

の
電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
︒

た
だ
し
︑
電
子
証
明
書
は
有
効
期

間
内
で
あ
っ
て
も
氏
名
や
住
所
等
が

変
更
に
な
っ
た
場
合
は
自
動
的
に
失

効
に
な
り
ま
す
︒

住
基
カ
ー
ド
・
電
子
証
明
書
の

申
請
は
お
早
め
に

住
基
カ
ー
ド
は
区
役
所
お
よ
び
各

出
張
所
で
申
請
が
で
き
ま
す
︒
電
子

証
明
書
の
申
請
は
区
役
所
の
み
の
受

付
と
な
り
ま
す
︒
申
請
方
法
に
よ
っ

て
は
︑
申
請
か
ら
発
行
ま
で
に
数
日

か
か
る
た
め
︑
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
必

要
書
類
な
ど
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
︑
申

請
し
て
く
だ
さ
い
︒

月
以
降
の
申

12

請
は
受
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
︑

月
中
の
申
請
を
お
す
す

11

め
し
ま
す
︒

▢時
﹇
住
基
カ
ー
ド
﹈

月

日
︵
月
︶

12

28

ま
で﹇
電
子
証
明
書
﹈

月

日
︵
火
︶

12

22

ま
で
の
平
日
午
前
�
時
半
～
午
後
�

時

▢場
区
民
課
住
民
記
録
係
︵
区
役

所
	

階


番
︶
︑
各
出
張
所
︵
出
張

所
は
住
基
カ
ー
ド
の
み
受
付
︶

▢費
住
基
カ
ー
ド
・
電
子
証
明
書
い

ず
れ
も
各
�
�
�
円

▢問
区
民
課
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ

ム
担
当

☎
(

�
�
�
)
�

	
�

平
成

年
�
月
以
降
は

28

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
発
行

平
成

年
�
月
以
降
は
住
基
カ
ー

28

ド
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
︑
希
望
者

の
申
請
に
基
づ
き
︑
個
人
番
号
カ
ー

ド
︵
電
子
証
明
書
つ
き
・
無
料
︶
が

発
行
さ
れ
ま
す
︒
個
人
番
号
カ
ー
ド

は
住
基
カ
ー
ド
の
機
能
に
加
え
て
︑

今
後
の
サ
ー
ビ
ス
拡
大
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
︒
な
お
︑
発
行
開
始
当
初

は
す
ぐ
に
受
け
取
れ
な
い
可
能
性
が

あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
申
請
さ
れ
た
場
合
は
︑
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
時
に
お
持
ち
の
住
基

カ
ー
ド
は
回
収
と
な
り
ま
す
︒
回
収

後
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て
詳
し
く
は
個

人
番
号
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
︵

▢HP

h
t
t
p
s
:/
/
w
w
w
.k
o
jin
b
a
n
g
o
-

c
a
rd
.g
o
.jp
/
︶
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

﹇
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
関
す
る
問
合

先
﹈

江
東
区
個
人
番
号
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
︵
年
末
年
始
を
除
く
午
前
�

時
半
～
午
後
�
時
︶

☎
�
�
�
�
(
�
�
)
�
�
�
�

︵
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
)

※
一
部
︑
Ｉ
Ｐ
電
話
等
で
ダ
イ
ヤ
ル

が
つ
な
が
ら
な
い
場
合
は

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
	
�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
︵
社
会
保
障
・
税

番
号
︶
制
度
開
始
に
伴
い
︑
平
成
28

年
�
月
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
発

行
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
︑
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
︵
住
基
カ
ー
ド
︶
の
発

行
お
よ
び
住
基
カ
ー
ド
向
け
電
子
証

明
書
の
発
行
・
更
新
等
の
受
付
が
終

了
し
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑
今
年
度
中

に
住
基
カ
ー
ド
や
電
子
証
明
書
の
利

用
予
定
が
あ
り
︑
有
効
期
間
が
利
用

日
ま
で
に
切
れ
て
し
ま
う
方
や
︑
新

し
く
住
基
カ
ー
ド
や
電
子
証
明
書
の

取
得
を
お
考
え
の
方
は
︑
必
要
に
応

じ
て
手
続
き
を
行
う
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
︒

受
付
終
了
日
が
近
く
な
る
と
混
雑

が
予
想
さ
れ
る
た
め
︑
早
め
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
︒

住
基
カ
ー
ド
・
電
子
証
明
書
と
は

住
基
カ
ー
ド
は
江
東
区
に
住
民
票

の
あ
る
方
が
申
請
す
れ
ば
︑
�
人
�

枚
取
得
で
き
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
︑
写

真
つ
き
の
も
の
は
公
的
な
身
分
証
明

書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
︒
ま
た
︑

希
望
に
よ
り
電
子
証
明
書
の
発
行
を

受
け
る
こ
と
で
所
得
税
や
消
費
税
の

国
税
申
告
︵
ｅ
︱

Ｔ
ａ
ｘ
︶
︑
自
動
車

保
有
関
係
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス
等
の
電
子
申
請
が
利
用
で

江
東
区
こ
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

﹁
塩
浜
Ｃ
ｏ

コ

Ｃ
ｏ

コ

﹂
と
江
東
区
こ
ど

も
発
達
扇
橋
セ
ン
タ
ー
﹁
扇
橋
Ｃ
ｏ

コ

Ｃ
ｏ

コ

﹂
で
は
︑
運
動
や
こ
と
ば
︑
社

会
性
な
ど
の
発
達
が
心
配
な
就
学
前

の
お
子
さ
ん
を
対
象
に
︑
個
々
の
発

達
に
応
じ
た
療
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通

し
て
発
達
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す

︵
下
表
︶
︒
平
成

年
�
月
の
新
入
園

28

児
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
︒

﹇
募
集
予
定
人
数
︵
各
施
設
︶﹈

低
年
齢
児
グ
ル
ー
プ
：
約

人
20

毎
日
通
園
ク
ラ
ス
：
若
干
名

指
定
日
通
園
グ
ル
ー
プ
：
約

人
20

▢締

月
�
日
︵
火
︶

12

▢申
電
話
で
各
施
設
へ

▢問
こ
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー
︵
塩
浜

	
︱

�
︱

塩
浜
福
祉
プ
ラ
ザ
�

20

階
︶

☎
(
�
�

	
)
	
�
�
�

こ
ど
も
発
達
扇
橋
セ
ン
タ
ー
︵
扇
橋


︱

�
︱

	
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

�
階
︶

☎
(

�
�
�
)

�
�
�

※
発
達
相
談
も
随
時
受
け
付
け
ま
す
︒

○
認
定
案
件
︵
�
件
︶

﹁
平
成

年
度
江
東
区
一
般
会
計

26

歳
入
歳
出
決
算
﹂
な
ど

○
予
算
案
件
︵
�
件
︶

﹁
平
成

年
度
江
東
区
一
般
会
計

27

補
正
予
算
︵
第
�
号
︶
﹂

○
条
例
案
件
︵
�
件
︶

﹁
江
東
区
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
﹂
な

ど
○
契
約
案
件
︵
�
件
︶

平
成

年
第

回
区
議
会
定
例
会

27

が
︑
�
月

日
か
ら

月

日
ま
で

15

10

21

︵
会
期

日
間
︶
開
か
れ
ま
し
た
︒

37

今
回
の
定
例
会
で
は
︑
﹁
平
成
26

年
度
江
東
区
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
﹂
な
ど

議
案
に
つ
い
て
審
議
さ

43

れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
可
決
・

認
定
さ
れ
ま
し
た
︒

な
お
︑
可
決
・
認
定
さ
れ
た
議
案

の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
︒

﹁
議
決
を
得
た
契
約
の
契
約
変
更

に
つ
い
て
﹂
な
ど

○
そ
の
他
の
案
件
︵

件
︶

23

﹁
文
化
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て
﹂
な
ど

○
意
見
書
︵
�
件
︶

﹁
地
方
税
財
源
の
拡
充
に
関
す
る

意
見
書
﹂
な
ど

※
区
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
︑
本

会
議
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継

(
生
中
継
・
録
画
中
継
)
を
配
信
し
て

い
ま
す
︒
ぜ
ひ
︑
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

▢問
区
議
会
事
務
局
調
査
係

☎
(

�
�
�
)

�
�
�

第
�
回
区
議
会
定
例
会
終
わ
る

平
成

年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
を
認
定

26


	KUH111101.pdf
	KUH111102
	KUH111103

